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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議等への対応方針に 

ついて（通知） 

 

日頃より、本市の介護保険行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和３年４月９日付け通知にて、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会

議等への対応方針についてお知らせしておりますが、愛媛県下が令和３年１０月２０日をもって「感染

警戒期」から「感染縮小期」に移行し、感染状況も落ち着いていることから、１２月以降につきまして

は、対応方針を次のとおりとします。 

 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等により取扱いが変更となる場合は改めて

通知いたします。引き続き手指消毒やマスクの着用等の基本的な感染症対策に十分配慮をお願いいたし

ます。 

 

 

１ サービス担当者会議の開催やモニタリングについては、感染対策を十分実施した上で、利用者宅の

訪問や担当者の招集を行ってください。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、

「やむを得ない理由がある場合」において、担当者に対する照会や面接等に代わる方法を取る等、

柔軟な対応を可能とします。 

 

２ やむを得ない理由の例としては以下のものがあります。 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染防止を理由として、利用者や家族から断られた場合 

 ・必ずしも訪問が必要ではないと思われる方に対し、感染防止のために訪問を避けることが望ましい

と事業所が判断した場合 

 

３ この柔軟な対応は、あくまでやむを得ない個々の事情によるものであり、個々の事情により判断し

てください。代替の方法（文書、電話又はメール等）による場合には、利用者の心身の状況把握に

努め、経緯、判断した理由、結果等を記録に残してください。 
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